


事業主

設計

 回答内容につきましては、鎌倉市都市景観条例第10条の2第4項の規定に基づき、景観計画に定める都市景

観形成のための方針及び基準との整合に係る意見についての回答とさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

 なお、景観形成のための方針及び基準に記載のない内容についての意見に対しては、別途ご回答いたしま

す。

【ご意見】

 近隣四方が住宅の為、ダクトなどの設備は最上階へ設置することを臨む。

【回答】

 基本的には、テナントのダクトなどの設備は屋上に設置する予定です。外壁に設置する設備機器は必要最

小限とし、外壁と同色に塗装することで目立たない様に配慮致します。

【ご意見】

 隅切り部分から母屋へのアプローチの計画は鎌倉の景観への配慮はあるのか。

【回答】

 隅切り部分（交差点）から母屋へのメインのアプローチは、床を石調のタイルにし、樹木を両脇に配置す

ることで、神社及び若宮大路の参道をイメージした計画としております。

景観配慮に関する意見書に対する回答書

令和6年6月18日

各位

株式会社フィル・カンパニー

株式会社フィル・コンストラクション

次のとおり、意見書に対する回答を提出します。

行為の場所

（地名地番）

意見書番号

鎌倉市小町二丁目50番７の一部ほか１筆

鎌都景第355号３
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